
はじめに

　公立学校の学校運営における食の在り方は、食育と
いう新語の広がりに示されるように、新たな様相を呈

するようになっている。それまで学校における食の中
心は給食にあった。戦後の食糧難の時代に始まった学
校給食制度は、廃止論や選択制論をへて、一般社会に
おける食糧事情の変容とともに、充実した食事内容が
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提供されるようになり、今日、広く人々に支持され定
着しているといえる 。さらに、平成 年度から教科
横断的ならびに生活経験をふまえた学習を可能にする
「総合的な学習の時間」が全面実施となったことによ
り、食が学習のなかで多面的にとりあげられるように
なり、それにあわせて、給食や食に関わる生活指導に
関し、様々な取り組みがなされるようになっている。
　食育が広がりをみせる一方で、保護者の意図的な給
食費未払いがメディアでとりあげられ、文部科学省の
給食費未納状況に関する調査が公開されるに至ってい
る 。同調査には、未払いの理由に関する調査事項も
含まれており、学校給食制度が定着してきたとはい
え、義務教育は無償との憲法規定の前に保護者負担の
正当性を提示しきれない学校側の苦慮がうかがいしれ
る。食材費の受益者負担は、地域の農産業を活かした、
教育的意義の高い給食をめざす際に有効である。しか
し、学校側が、単なる法律論ではなく、学校給食の教
育的意義や成り立ちを保護者に説明し納得させること
のできる見解は流布していない。
　以上のような状況に鑑み、本研究では、学校給食の
教育的意義の性質を明らかにするとともに、今日の学
校運営において食がどのような意味と課題をもつのか
について考察することとする。

．公立学校給食の「教育的意義」

⑴　学校給食システムの構造
　第二次世界大戦敗戦後に開始された、公立学校にお
ける給食は、種々の議論を経つつも、公立学校教育の
一活動として定着している。しかし、それが、公立学
校教育においてどのような「教育的意義」をもつのか
について誰もが納得する一定の見解が確立しているわ
けではない。むろん、「学校給食の実施に関して必要
な事項を定めた」学校給食法には、「第 条　学校給
食の目標」として、食習慣、学校生活、栄養と健康、
食糧の理解、に関する四点が記載されている。いうま

でもなく、これらは努力目標であり、実態ではない。
制度運営の過程のなかで人々に学校給食の「教育的意
義」として認知されてきたわけではないだろう。
　なぜ、誰もが納得する「教育的意義」が存在しない
のか。それは学校給食システムが、①明示的目的（ａ
貧困救済、ｂ産業育成、ｃ栄養確保）、②潜在的機能（ｄ
校内均一化、ｅ食の共有による人間関係の形成）、③
受益者評価、という三層より構成されるからである。
　明示的目的とは、法規定も含め、制度運営過程の事
実から、制度の目的として一般に理解されやすいもの
を意味する。潜在的機能とは、法規定にはないが制度
の運営過程のなかで二次的に発生したもの、あるいは
法規定はあるが実態とはなってはいないもの、を意味
する。受益者評価とは、給食というサービスを受益す
る者が感じる主観的な評価を意味している。おいしい
／まずい、おいしそう／みためがよくない、食べやす
い／食感が悪い等、個人によって様々な評価がなされ
よう。こうした構造は、図 のように示すことができ
る。以下では、明示的目的と潜在的機能の内容を確認
し、次節で受益者評価ならびに構造全体に影響を及ぼ
している大量消費と供給システムについて言及するこ
ととする。
　ａ貧困救済という給食実施の目的は、初の貧困児童
救済のための国庫補助である、「学校給食臨時施設方
法」（文部省訓令第 号、昭和 年）にその萌芽をみ
ることができる。戦後においては、周知のとおり、校
舎や子どもの住居もままならないような状態のなか
で、昭和 年 月の文部・厚生・農林三省次官通達
「学校給食実施の普及奨励について」に基づき、昭和
年 月より都市の児童 万人対する学校給食が開始
された。その後しばらくユニセフやアメリカからの寄
贈をうけつつも、ミルク給食から完全給食へ、都市の
小学校実施から全国の小学校での実施（昭和 年）へ
と拡大していった 。昭和 年には学校給食法が制定
され、中学校も学校給食の対象とすること、準要保護
児童に対する給食補助費の適用（昭和 年）が定めら
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　廃止論、選択論を体系的に紹介したものとして、小浜明「学校給食の諸問題の構造的把握」『東北工業大学紀要　Ⅱ　人文社会科
学編』第 号、 年を参照。なお、学校給食に関する最も体系的な記述の文献として、『実践講座給食　第 ～ 巻』エムティ
出版、 年がある。
　文部科学省「学校給食費の徴収状況に関する調査の結果について」（平成 年 月 日付け）（文部科学省ホームページ、

に掲載の ファイルより）
　学校健康教育法令研究会『第 次改訂版　学校給食必携』ぎょうせい、 年、吉岡裕「学校給食用米国贈与小麦及び脱脂粉乳の
受入」瑞穂協会『食料管理月報』 年 月号、 ～ 頁。（吉岡は輸入計画課・事務官の職にあった。）



れた 。
　ｂ産業育成としては、酪農の育成を代表例としてあ
げることができる。昭和 年からユニセフを介して、
脱脂粉乳が輸入され給食に供されてきたが、昭和 年
には「学校給食用牛乳供給事業について」（文部農林
両次官通達）に基づき、国内産牛乳が計画的かつ大量
に供給されるようになった 。昭和 年度には、全国
牛乳飲料の ％が学校給食による消費となっている 。
酪農振興法（昭和 年制定）をふまえつつ、先の通達
と同時に、「学校給食用牛乳供給対策要綱」が定めら
れ、その方針として、「わが国の酪農の健全な発展を
図るとともに、幼児・児童及び生徒の体位、体力の向
上に資するため」、「安全で品質の高い国内産の牛乳を
学校給食用に年間継続して計画的かつ効率的に供給す
ることを推進する」とされた 。
　これに基づくしくみは以下のとおりである。まず、
都道府県教育委員会が、次年度の需要見込量をもりこ
んだ供給計画を策定、都道府県知事に通知し、知事は
それを地方農政局長に報告、農政局長は、農林水産省
生産局長に報告する。さらに都道府県知事は、生産局
長の指導をうけつつ、牛乳の供給価格、供給業者の決
定を行う。今日では、効率化が図られ、都道府県知事、
指定牛乳生産者団体等で構成する「学乳協議会」が価
格や供給者の選定に関わることのできるよう変更が加
えられている。
　ｃ栄養確保については、平均所要栄養量基準の設定

ならびに学校栄養職員の配置にその目的実現をみるこ
とができる。昭和 年の学校給食法制定とともに定め
られた学校給食実施基準のもと、一人一回あたりの平
均所要栄養量の基準が示され、数次の改訂を経て今日
に至っている。この栄養量基準を実現するため、「栄
養士法」（昭和 年制定）、「栄養改善法」（昭和 年制
定）、「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数
の標準に関する法律」（昭和 年制定）のもとに、学
校栄養職員が学校給食施設に配置されている。
　栄養確保には改善の意味も含まれている。戦後まも
なくはもとより、戦後の窮乏が徐々に解消され、経済
発展が見られるようになった昭和 年代後半以降にお
いても、栄養改善が必要であることが文部省担当者に
より示されている。すなわち、「国民の身体的な資質
については、欧米諸国民に比して著しく低位にあっ
て」、「満 歳の男子身長についてみれば、日本人は

センチメートル、イギリス人の センチメー
トル、アメリカ人の センチメートル、日系二世
アメリカ人の センチメートルに対し、 ～ セ
ンチメートルも低く、体重についても同様の傾向を示
して」おり、「学校給食によって比較的少ない投資で
国民栄養改善の大きな成果を期待することができるで
あろう」とされている 。
　それは昭和 年代においても同様であり、昭和 年
の保健体育審議会は、「義務教育諸学校における学校
給食の改善充実方策について」（答申）において、「学
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　学校健康教育法令研究会、前掲書、 年、 ～ 頁。
　同上書、 ～ 頁。
　保健体育審議会「義務教育諸学校における学校給食の改善充実方策について」（答申）、昭和 年 月 日。
　学校健康教育法令研究会、前掲書、 ～ 頁。以下、学校給食牛乳の供給制度については、同書同頁を参照。古賀定「牛乳の学
校給食とその実施のあらまし」『畜産の研究』第 巻第 号、養賢堂、 年、 ～ 頁。
　小泉武「ミルク給食の普及について」『文部時報』 号、昭和 年 月、 ～ 頁。
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校給食の食事内容は、現在一般家庭において不足しが
ちな栄養素をじゅうぶん摂取させるとともに、バラン
スのとれた栄養を与えることをねらいとしておりいわ
ば、望ましい栄養水準に対する現実の食生活の遅れを
補うという立場に立っている。」、「今日のわが国にお
ける国民の栄養摂取状況や食生活の改善は、まだ地域
により家庭によって相当の遅れがみられるとともに、
国民全体の食生活水準においても、なお欧米先進国に
比して相当遅れがみられる。」としている。
　つぎに、ｄ校内均一化とｅ食の共有による人間関係
の形成という潜在的機能についてみていきたい。
　まず、ｄ校内均一化の内容について確認しておこ
う。ａ貧困救済、ｂ産業育成、ｃ栄養確保という明示
的目的は、大量消費と供給システムのなかで機能して
いる。ａからｃを実現するために国家的規模で基準の
設置、補助金給付等による整備が進められた。そうし
た整備は、ある一定期間、一つのシステムとして機能
する。そこでは現場レベルの選択肢や主体的判断が許
容されにくい。すなわち、ある様式のなかで整備され
た給食システムが走り始めると、そのなかに組み込ま
れている学校という場において、牛乳をやめる、弁当
との選択制にする、といったような判断はそうそう簡
単にはできなくなる。
　結果として、学校での給食は、校内均一のもと、前
もって決められた時間と場所ならびに食事内容ととも
に進行していく。
　時間については、給食センター等への食器返却をふ
まえた、校内統一の食事時間が設定されている。食事
の場所も、管理された場所において同様の形態でとる
ことになっており、各生徒が所属する学級が一般的で
ある。ある学級だけ、校内の芝生の上でというような
ことはなされない。ランチルームが設置されている学
校も相当数存在するが、そこにおいても学級ごとに利
用したり、学年をこえた縦割りグループで利用したり
と、あらかじめ決められた集団単位で公平に利用す
る。食事内容についても、学校栄養職員の管理のもと、
一ヶ月毎に事前に学校全員に示される献立表どおりの
ものが提供される。給食を食べる側の意思が反映され

るようなしくみは基本的には採られていない。
　ｅ食の共有による人間関係の形成という潜在的機能
は、校内均一化という潜在的機能に関わって発生す
る。同じものを同じ場所で食べるという形態が、学級
成員間の相互理解を促し、仲間意識を高めることにな
る可能性をもつと考えられる 。ただし、そのような
人間関係の形成は潜在的あるいは理念的なものであ
り、一般的な実態とはいえない。
　人間関係形成をめざすという目標は、学校給食法が
規定する学校給食の目標からも把握することができ
る。すなわち、学校給食の四目標の第二として「学校
生活を豊かにし、明るい社交性を養うこと」が掲げら
れている。同法が制定された昭和 年代と異なり、今
日の学校に関する政策文書では「社交性を養う」とい
う表現はあまり使用されない。他者と積極的に関わる
ことについて、単に関わろうとすればいいのではな
く、自他を理解して関わることが必要だという認識に
発展してきたからである。同法の意図するものを今日
的表現とするなら、相互理解や人間関係形成となるだ
ろう。
　前出の保健体育審議会答申「義務教育諸学校におけ
る学校給食の改善充実方策について」（昭和 年）で
は、学校給食の意義・役割として、「学校給食におい
て児童生徒が食事をともにすることは学校生活を豊か
にし、良き食習慣や好ましい人間関係の育成等に役立
つ、特に教師と児童生徒が食事をともにすることは、
心のかよった格好な生活指導の場を提供するものであ
る」とし、食による共有と人間関係の形成が強調され
ている。
　しかし、こうした考えは、学校給食制度創設の社会
事情からすれば、当時の給食の実態というよりは理念
的あり方を示したものとみるのが適当であろう。学習
指導要領においても、学校給食は、「特別活動」の「
学級活動」において、「学校給食と望ましい食習慣の
形成」として記されているのみである 。食の共有に
よる人間関係形成が第一義的目的であるなら、校内均
一化が見直されてもよいということにもなる。これに
ついては、次節以降で言及していきたい。
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　全国学校栄養士協議会「第三章　学校給食がはたしてきた役割」『歴史と現状　実践講座給食第 巻』（エムティ出版、 年、
～ 頁）では、「学校給食の人間形成にかかわる教育的意義」として、「昭和 年度学校給食実施方針」をふまえて文部省よりだ
された「学校給食を中心とする学習指導」にも、このような考えが提示されていることが示されている。
　平成 年版小学校学習指導要領、平成 年版中学校学習指導要領より。



⑵　不明確になりやすい「教育的意義」
　以上のような構造のなかで、現代給食の教育的意義
は不明確になりやすい。それは以下に示すような三点
の状況のなかで起こっている。
　まず、第一は、貧困救済、産業育成、栄養確保をと
りまく大量消費と供給のシステムが、安全性に関する
疑義を生じさせやすいことである。
　たとえば、 年には、給食のパンのなかに添加さ
れている食品添加物リジンに関し、大きな反対運動が
おこっている 。小浜は、 年代に母親たちが給食に
反対した理由の一つとして、大量消費を支える給食セ
ンター方式に対する不信感（「行政は “どんなもので
も食べさせておけば満足する” とたかをくくっている
ふしがある。」）をあげているほか、学校給食の諸問題
の一つとして「安全性の問題」（食中毒、食品添加物、
異物混入、合成洗剤の使用、合成着色料、合成香料、
農薬野菜の影響等）を提示している 。
　こうした安全性に対する疑義は、今日では多少様相
を異にしている。つまり、高度経済成長期には公害病
が頻発し、化学物質の汚染等による食の安全性は、
人々に恒常的で広範囲な不安を惹起していた。安全な
給食を求めて日本教職員組合が当局に交渉を行うこと
もあった 。しかし、先進国の仲間入りを果たすよう
になり、社会全体が経済的に豊かになってくると、恒
常的な安全性に対する疑義は和らいでいったと把握で
きる。 年代以前のような安全に対する緊張感が現在
も続いているとしたら弁当との選択制という要望が今
日まで続いているであろうが、今日そのような動きは
ほとんどみられないといってよい。しかし、安全性確
保が現在のところ目立った社会的要求となっていなく
とも、平成 年の病原性大腸菌 － による死亡事
故のようなことが一たびおこれば、その社会的要求は
顕現することになる。同事件の場合は、文部省からの
指導はもとより、総務庁の行政監察が行われるなかで
安全性疑義が収拾していった。
　大量消費であることはまた、「おいしい、おいしそ
う、食べやすい」等の受益者評価を集団的で一般的な
評価へと拡大させる。栄養が確保され、安全だといわ

れても、食べる側がおいしくないと感じたら、給食の
意義は激減する。さきの小浜が示す母親たちの給食反
対理由には、「残菜が ％というようなひどい日もあ
り、空腹で家に帰っていっぺんに過食するため、体調
をくずし」といった状態が示されている。戦後給食開
始直後に提供されてきた脱脂粉乳についても、受益者
の評価は極めて低く、人々のミルク給食に対する印象
をよいものとしない時期があった。これに対し、昭和
年、当時の「ミルク給食返上論」に対して、文部科
学省学校給食課長の臼井が「ミルク給食の論点につい
て」と題し、①脱脂粉乳による食中毒件数はきわめて
少ない、②脱脂粉乳の飲み残し率は数字が証明する、
③脱脂粉乳はすぐれた栄養品であって、カスではな
い、④輸入脱脂粉乳は家畜の飼料ではない、等の反論
を行っている 。
　第二の状況は、安全性が突出した社会問題でなく
なっていくなかにおいては、校内均一化が問題状況を
つくりやすくしていることがある。
　前節でみたように現行学校給食システムのなかで
は、個々の学校の主体的行動は限定されている。同様
に、学校運営にあたる各教員とりわけ学級担任の主体
的指導の範囲も限られたものにならざるをえない。校
内均一化による給食の形態は、学級での給食指導の力
点が「残さず食べる」という完食におかれることへと
連なっている。食事中子どもたちは何かとトラブルを
おこしやすいが、とにかく、各学級担任は、全校一斉
の給食時間のなかで、クラス全員の配膳、摂食を無事
すませねばならない。そのなかで感謝の念の表れとし
て、とにかく残さないといった指導態度がとられてし
まうのである。しかし、それが往々にして、息苦しさ
や、保護者との間で給食の教育的意義が共有されない
ような状態を作り出してしまう。ここでの最大の悲劇
は、校内均一化による給食運営が当然の疑うべき余地
のないものとして、教師に刷り込まれていることであ
る。
　第三の状況は、校内均一化という機能が、共有によ
る人間関係の形成という機能と微妙な関係にあること
である。すなわち、校内管理のなかでの均一的な食事

学校運営における「食」の意味と課題

　小浜明、前掲論文、 頁。高橋晄正『朝日ジャーナル』 年 月 日号、 ～ 頁。
　小浜明、前掲論文、 頁、 頁。
　杉本道孝「ミルク給食と脱脂粉乳論争」『教育評論』 年、 ～ 頁を参照。
　臼井亨一「ミルク給食の論点について」『文部時報』第 号、昭和 年 月、 ～ 頁。



は、形態としては成員間に食の共有をもたらすが、そ
の目的である人間関係形成とは背反しやすい。校内均
一化に基づく給食運営のなかでは個々人の選好は考慮
されない。しかし、食べる者個々人の要求がみたされ
なければ、他者を理解し受容する態度はおこりようも
ない。
　ただし、校内均一であっても、それが受益者評価の
高いものであれば、他者との望ましい関係づくりが期
待できる。しかし、現状では、受益者評価の高い食事
が恒常的に提供されているとは断定できず、その一方
で、受益者側に問題がないとも言い切れない。
　以上の状況からすると、校内均一化が学校給食の課
題として浮上することになる。しかしながら、それは
総じて問題状況をつくりだす、改められねばならない
ものということになるのだろうか。均一性を完全に排
除したような形態、たとえばレストランでの食事のよ
うな形態を各学校で採用しない限り、給食における豊
かな人間関係の形成を期待することはできないのだろ
うか。次章ではそれらの問いの答えを自由学園の実践
のなかで探ってみたい。

．自由学園の食と実践

⑴　食の位置づけ
　自由学園は、大正 （ ）年 月、羽仁もと子・
吉一夫妻により創立された私立学校である。開校当初
は、女子中等教育機関として、本科 名、高等科 名
であったが、今日では、幼児生活団幼稚園、初等部、
女子部中等科・高等科、男子部中等科・高等科、最高
学部と、就学前教育から高等教育まで各学年一クラス
編成の規模へと拡大した 。創立者らの建学の理念は、
今日においても学園の教育理念として継承され、「生
活即教育」、「祈りのある生活」、「本物を求める勉強」、
「自労自治の生活」、「温かい食事」等が、同学園の教
育の特徴として掲げられている 。「温かい食事」とは、
「発育盛りの生徒たちに温かい食事を」と創立者が考

え、「自労自治の生活」をめざし、生徒自らが毎日の
昼食を作り一同が会して食べることを意味する。ただ
し、初等部、男子部では保護者が食事作りの支援を
行っている。
　開校に先立ち、羽仁もと子は『婦人之友』大正 年
月号で、自らの娘たちの小学校教育、女学校教育を
通じて痛感させられたことは当時の女子初等中等教育
が「殆ど型ばかりで実力のつかない、また我々の実際
生活と没交渉な教育方法」をとっていることであり、
そうではない「全く新しい家庭的友情的気分の中に」、
「諸種の能力の調和を図って行くとともに」、「日々に
その実生活のよき発達と進歩を遂げて行くよう」な人
材を育てる教育を行いたいとしている 。そのような
教育の主要な実現手段の一つが食の教育であり、生徒
たちが自らの昼食を供することであった。加えて、「家
族」と称する ～ 人の小集団が昼食時間をともにす
ることとした。「家族」には、「相互いの健康にも、学
問の進歩にも、気分にも気をつけ合って、共に進歩し
て行く」ことが期待され、その家族は半年ごとに改編
されるものとしている 。
　なお、学園では特定の教派に属することなく礼拝を
行うことが重視され続け、それは「イエス・キリスト
がただひとり、変わることのない私たちの先生であ
る」という創立者の思想に基づいている。羽仁が食事
を共有の場として重視した背景には大正当時の食状
況、人々の生活の中心に食と家族愛があるといった認
識の他に、その著作からは確認できないが、イエス・
キリスト最後の晩餐での言葉に由来する、パンやワイ
ンの共有（聖餐、 ）における一体化に何
か得るものがあったのではないかと推測できる。
　こうしたしくみの他に食に関して重視されているの
が、食事の場となる食堂である。フランク・ロイド・
ライトによって設計された開校（大正 年）当初の校
舎、ならびに 年に移転した後の東久留米市内の現
校舎においても、校舎の中央に食堂が置かれている。
前者は国の重要文化財、後者は東京都選定歴史建造物
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　以下、自由学園の活動については、主として、平成 年 月 日に行ったヒアリングと観察ならびにヒアリング調査に際してご提
供いただいた資料に基づいている。
　自由学園ホームページより。（ ）自由学園『自由学園 年小史』自由学園出版局、 年、 頁。
　自由学園入学案内パンフレット（ 年 月）より。
　羽仁もと子「『自由学園』の創立」自由学園女子部卒業生会編『自由学園の歴史Ⅰ雑司ヶ谷時代』 年、 ～ 頁。（初出は、『婦
人之友』大正 年 月号）
　羽仁もと子「自由学園女学校」、同上書、『婦人之友』 ～ 頁。



となっている 。
　創立者の理念のもと、食の教育は「食の一貫教育」
として広がりをみせ、農作物やパンの製造等の生産、
食事の会計についても、委員会組織のもと生徒たちが
主体的に関わっていくようになる 。近年では、これ
らの活動を総括し、より体系的なカリキュラムへと発
展させていくことを意図した「食の学び推進委員会」
が三ヵ年プロジェクトとして立ちあがっている 。

⑵　日々の食事
　つぎに、学園ではどのように食が運営されているの
か、女子部の活動を中心にみてみよう。
　①　昼食作り

　中 から高 までの各学年が月曜から土曜までの六
日間のうち一日、調理を担当する。担当の際には、週
時間となっている家庭科の時間を利用し、クラスの

半分は、午前 時間調理を行い、残りのクラス半分は
裁縫を行う。この生徒たちが、午後 時間、片づけを
行い、調理をした生徒たちは、裁縫をする。
　一回の昼食として中等科 名分、高等科 名分、
教職員ほか約 名分の計約 食を作る。この 食に
ついて、料理を担当する生徒が担当教員、栄養士の指
導のもと、献立、栄養計算、費用計算、食材の発注、
入荷のチェック等を行う。一ヶ月の昼食費は 円
で、このうち 割弱が食材費、 割強がその他の費用
である。一食あたり ～ 円台になるように工夫さ
れている。
　なお、女子部の食事では、学園創設以来、継続して
薪による炊飯がなされており、調理担当者は、大釜
つで 食分の米を炊く。薪は、学生が行っている、
キャンパス内の樹木管理の過程での伐採材や廃材を使
用している。

　②　食事のとりかた
　女子部全生徒と教職員が一同に会して食堂で昼食を
とる。一テーブルに約 人が、家族ごとに、他学年の
家族と向き合って着席することになっており、その組
み合わせは週ごとにかわり、食堂入り口の掲示板にそ

れらの指示が示されている。もてなす側ともてなしを
受ける側とが決められており、もてなす側はテーブル
におかれた料理をとりわける 。保護者がゲストとし
て加わることもある。教職員は、中央前面のテーブル
に着席する。
　テーブルには、生徒たちが製作した、テーブルセン
ター、はしおきが配される。なお、男子部食堂の椅子
やサイドテーブルは生徒たちの手による木製製品が使
用されている。
　食事は、感謝の黙祷の後に一斉に始まり、その後、
調理担当の生徒が、献立、調理、栄養、費用の説明、
反省の他、ゲストの紹介などを行う。食事の時間はま
た、女子部の活動の成果を共有する場であり、食堂壁
面に掲示された習字や美術作品の講評がなされる。ほ
かに、諸活動や行事に関する連絡事項も伝達される。

　③　昼食以外の食事
　食堂での食事が中心であり、自動販売機や売店は設
置されていない。女子部の半分以上が生活する寮にお
いても、朝食は毎日、夕食は週 晩を除き生徒たちが
作っている。

⑶　校内均一化
　以上の食の実践に関して気づくことは、自由学園の
食においても校内均一化が存在することである。伝統
を感じさせる趣のある食堂に生徒・教職員が一同会し
て食べるという違いはあるが、座席、食事内容、食事
の時間は、個人の選好によらず、均一化のなかにある。
　しかしながら、食が生活の中心にあるとし、生活に
即した学びと成長をめざす建学の精神のなかで、校内
均一化は、食の共有による人間関係形成と背反するこ
となく存在しているように思われる。むしろ、家族と
いう小集団の設置とともに校内均一化が、食の共有に
よる人間関係形成をもたらしていると考えられる。こ
のようなことは、食に関するいくつかのしくみが開校
以来、継続的に実施されてきたからである。
　そのしくみの第一には、献立、食材管理、調理、会
計といった食に関する一連の作業が、生徒の主体的活

学校運営における「食」の意味と課題

　自由学園入学案内パンフレット（ 年 月）より。
　『婦人之友』昭和 年 月号　 ～ 頁。
　「学園新聞」 年 月号、自由学園、 面。
　キューピー株式会社「『食育』歴 年すごい学園レポート」「キューピー通信」 、 年 月、 ～ 頁。



動により成立していることがある。この過程は学園の
教育活動そのものであり、教員が学年レベルに応じた
枠組みを準備している 。そのため、生徒たちに大幅
な選択肢があるわけではない。しかしながら、給食を
成立させる一連の作業に家族と称する小集団とともに
関わること、それらがうまく履行された場合には相当
の達成感をもたらすものであることが、生徒の能動性
をひきだしていると考えられる。一連の作業にあたる
食糧部（学内委員会）の経験（ 年頃）について、
「食糧部の勉強が与えられたことは、振り返ると多く
の学びがありましたが、当時は責任をはたすのに無我
夢中でした」、「前日に泣く思いで考えた」のを「支え
てくれたのは、そこで一緒に働く 人の友、長い間同
じく労をしてきた人」、「個人大ではなく、学校大にも
のを見、考える、大きな学びがあったことを実感して
います」といった感想が示されている 。
　第二には、ある一日の昼食が一年を通した長期的時
間のなかに位置づけられていることがある。学園敷地
内、遠隔地の農地や牧場を利用し、「生産、加工、調理、
消費、再利用・廃棄」という食の環が一年の学習過程
のなかに組み込まれている 。たとえば、銀杏の収穫
と加工、無農薬栽培、堆肥作り、秋から初夏までは残
菜を飼料として養豚を行い、後にその肉を食材とする
といったように。
　第三には、食事の場が、食を含む学習成果を共有す
る場となっていることがある。毎食必ず行われる調理
担当者による調理の報告、清楚な刺繍をほどこした
テーブルセンター、習字、絵画、遠足、見学の成果や
出来栄えが中 から高 までの六学年の生徒・教職員
に共有されることになる。なお、調理したものが学習
成果であるので、おいしかった等の受益者評価が高い
ものであったか否かについても検討、改善の対象とな
る。
　これらの恒常的な設定以外にも、時限付きで食の教
育のあり方の見直しが行われている。先述の「食の学
び推進委員会」設置は、活動の維持が先行し、その意
味共有が薄れてきているのではないかという内部から
の問いかけを背景とするものであり、校是が示すよう

な、自由で柔軟な思考をそこにみることができる。

．公立学校運営における食－食育のパラドクス

⑴　食育基本法の特徴
　自由学園のようなしくみをもつことができない以
上、公立学校給食における校内均一化はやむをえない
となってしまうのだろうか。しかしながら、食育基本
法の制定を契機とする食育の波が、新たな事態を公立
学校にもたらそうとしている。
　食育を教育的によくないものとみなす教育関係者は
皆無であろう。平成 年 月に制定された食育基本法
前文は、「子どもたちが豊かな人間性をはぐくみ、生
きる力を身に付けていくためには、何よりも『食』が
重要である。」とし、子どもたちに対する食育が、「生
涯にわたって健全な心と身体を培い、豊かな人間性を
はぐくんでいく基礎となる。」という。その方法論と
して、「食育を、生きる力での基本であって、知育、
徳育および体育の基礎となるべきものと位置づけると
ともに、様々な経験を通じて、『食』に関する知識と
『食』を選択する力を習得」するものとしている。こ
れら食育基本法の趣旨は、教育関係者でなくとも一般
の国民にも好意的に受けとられるであろう。
　しかし、その具体的あり方となると、学校給食を実
施せねばならない学校にとって、教育的に受容しきれ
るのだろうかという懸念が生じる。それは、以下に示
すような食育基本法の特徴に関わっている。
　その第一は、食育基本法は、あくまで基本法であり、
理念を示したものであるということである。それは、
前文で「食育について、基本方針を明らかにし、その
方向性を示し、国、地方公共団体及び国民の食育に関
する取組を総合的かつ計画的に推進するため、この法
律を制定する」と示されているとおりである。
　第二には、食育の対象を子ども個人としていること
がある。前文では、「国民一人ひとりが『食』につい
て改めて意識を高め、自然の恩恵や『食』に関わる人々
の様々な活動への感謝の念や理解を深めつつ、『食』
に関して信頼できる情報に基づく適切な判断を行う能

宮城教育大学紀要　第 巻　

　自由学園「女子部　食に関するカリキュラム　 年度」参照。たとえば、中 の調理内容は、ご飯たき、混ぜご飯、やさしい煮物、
和え物とされ、高 となると、魚の調理、揚げ物、清汁、和え物、ポタージュ、となっている。
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力を身に付ける」ために、「家庭、学校、保育所、地
域等を中心に、国民運動として、食育の推進に取り組
んでいくことが我々に課せられている課題である。」
としている。つまり、食育の推進は、家庭、各教育に
関わる機関や団体がその場となっており、そこで教育
の対象となるのは、「国民一人ひとりが『食』につい
て改めて意識を高め」の箇所が示すように、個々の子
どもである。第二条においても、「食育は、食に関す
る適切な判断力を養い、生涯にわたって健全な食生活
を実現する･･･」と規定されている。判断力や生涯に
わたる食生活の主体となるのは、国民個々人である。
　第三には、地方自治体食育基本法推進計画策定や、
それらのもとで学校における食育指導の推進を求めて
いることがある（第 、 、 条）。ただしこれらの
実施は、第一の特徴が示すように義務ではなく、各団
体の主体的判断に基づく。
　第四には、他者との関わりという点においては、感
謝の念と理解がおかれていることがある。それは、
「『食』に関わる人々の様々な活動への感謝の念や理
解を深めつつ」（前文）や、「食育の推進に当たっては、
～食に関わる人々の様々な活動に支えられていること
について、感謝の念や理解が深まるよう配慮されなけ
ればならない」（第 条）において明示されている。

⑵　食育基本法がもたらすもの
　食育基本法は、第一の特徴で述べたように、上位法
として食の包括的理念を示すものであり、関連法律は
下位に位置することになる。食育基本法が謳う理念の
もとで、学校給食法による学校給食の運営が行われな
ければならない。ところが、学校給食は、半世紀以上
の運用形態をもつシステムとして出来上がっている。
食育基本法は、理念法であるが、後発であり、理念的
あり方としては影響をもつが、下位法による現行制度
の運営方法を大きく変更させる根拠とはなりにくい。
つまり、学校は、食育推進と学校給食実施という二つ
のレールの上を走らされることになる。今後食育がよ
り大きなレールとなっていけば、学校給食実施のレー
ルとの不均衡が生じるのではないだろうか。人々に
とって学校給食の教育的意義はますます不明確なもの
になっていく可能性が高い。
　食育基本法は、自治体判断によるとはいえ、国や地
方の食育推進基本計画策定や食育に関する新たな取組

みを学校にもたらしている。基本計画策定に関わら
ず、総合的な学習の時間のなかで、食育をとりこんで
いる学校もある。そうした活動には実際に食べるとい
う活動が含まれることが多い。しかし、学校における
食べるという活動は、学校給食が学校の食の中心にあ
り、校内均一化のもとで機能している以上、それらに
混乱をもたらさない範囲においてしかとり入れること
はできない。
　食育をとりいれた学習は、将来にむけての種をまい
たのであって、その学習の成果はなにも給食において
顕現される必要はないという考えもあるだろう。しか
し、給食を不問にしてしまうことは、毎日の食に対し
て興味をもち創造力を発揮する目をつんでいくことに
なる。
　食育基本法がめざす、個人の適正な食生活に関する
判断力の育成は、学校における食育としての学習にお
いても考慮されることになるだろう。しかし、判断力
行使の枠外におかれた、校内均一化による毎日の給食
が、基本法のめざすものと異なることは明白である。
　ここで注意しなければならないことは、日々の学校
給食において問題が生じた場合、その矛先が学級担任
個人にむけられることである。学級担任は、整備され
たシステムのなかの第一線におかれ、サービス受給者
にとっては、最大の権力者とみなされやすい。校内均
一化というシステムのなかで行動しなければならない
ことには注意が払われないまま、教師個人の指導のあ
りように問題があるといった批判がなされやすい。食
育推進がさらに浸透していけばますます勉強不足の教
師といった批判を受けるかもしれない。教師の方も、
問題が起こっているのは自分のクラスだけなのだから
と、自分の指導力が低いせいだと思いこむことにな
る。問題状況を回避できている教師は、給食の時間の
教師･子ども双方のストレスを、教師が主体的に指導
できる時間や機会のなかで解消できているのである。
給食の時間のあり方に囚われてしまうと、最終的に教
師としての自信や意欲の減退を招いていてしまう恐れ
がある。
　食育基本法を勉強していた教師の場合には、その第
条を誤って適用してしまうことも考えられる。学校
給食システムに口出ししようのない以上、食の提供者
に対する感謝と理解といった基本法の方向性を、完食
指導の正当化に結びつけてしまうことは杞憂にすぎな
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いだろうか。

⑵　教職員の食
　食育の主体が子ども個人におかれ、食育がさらに拡
大していけば、家庭での食の指導が学校にかかってく
ることになる。現在の栄養教諭数からすれば、養護教
諭が主体になるとしても、その指導には学級担任が関
わらざるをえない。学校における生活指導領域が食と
いう領域においても拡大していくことになる。だから
といって、学級担任が家庭の食事まで毎日管理すると
いうことにはならないだろう。しかし、生活指導領域
の拡大は、教職員に重大な影響をもたらす。すなわち、
指導を行うということは、それについて指導できる立
場であるという暗黙の前提にたたされてしまうという
ことである。そのような個人であるかどうかは、自己
選択ならびに自己責任として放置される 。ここで問
題であるのは、単なる個人の選好ではなく、労働環境
が大きな要因となっていることが看過されてしまうこ
とである。
　筆者がヒアリングを行ったＡ教諭（ 代、女性）の
毎日の食事事情を紹介しておきたい。Ａ教諭は教頭職
にある。 時半頃起床し、家族の食事や弁当を準備し、
自分は牛乳を飲んだだけで、 時半頃家を出る。 時
前に学校につき、校舎の鍵をあける。日中は、給食の
時間まで、コーヒー等を 、 杯飲むだけである。給
食を 時頃に食べ終わった後から、学校を施錠する
時まで、飲食はコーヒーか来客が持参した茶菓をつま
む程度である。帰宅後まず家族の食事を作り、その他
の家事をすませ、自分は 時半頃夕食をとる。
　これらは何も特別なことがない場合であって、事件
対応に追われれば、昼食が 時すぎになったり、 時
に学校をでることができなくなる。なお、家族の食事
づくりがあるため、 時ぐらいには学校を施錠するよ
うに周囲の協力をえているが、仕事が終わらないた
め、土曜日も学校にきて仕事をしている。
　教頭職であれば、このような食生活は特異な例では
ないだろう。そこでは校舎管理等が管理職に課せられ
ているという労働環境が大きく影響している。しか
し、周りからは自己選択・自己責任とみなされやすい

のではないか。
　管理職がこのような状況にある一方で、学級担任の
教員たちの食も自己選択・自己責任においやられてい
る。給食の時間は気が抜けない指導の時間である。た
とえば小学校教員であれば、配膳が無事終わった後、
自分は数分で食事をかきこんで下膳の指導をし、給食
終了後は午前の授業のまるつけや、終わりの会までに
返却できるように子どもの提出物へのコメント書き等
を行う。加えて、給食時以外の水分補給に関しては、
どの学校においても配慮されているわけではなく、各
学校の諸状況に大きく依存している。

．課題と若干の方策

　食育推進という社会状況のなかで、公立学校におけ
る食について見直し、改善を図る必要がある。その際、
自由学園のような究極的な食のあり方が大きな手がか
りとなる。
　自由学園のように食を学校運営の中心におくことは
公立学校では困難であるが、その精神に学ぶことは可
能である。すなわち、食の尊重は個の尊重であること
を認識することである。自分の食が大事にされている
という感覚は、自分自身が大切にされているという認
識につながる。食べることは生そのものだからであ
る。 年にだされた臨時教育審議会答申以来、個性
の重視は、学校教育に関する政策指針となってきた
が、その延長にある個の尊重に学校での食が積極的に
位置づけられてきたとはいいがたい。羽仁が 年以上
前に指摘した、生活の中心に食があることに学び、学
校という生活の場においても個人の食を尊重していく
必要がある。
　自由学園のように、食事管理を一年単位のカリキュ
ラムとすることは難しい。しかし、食の環にかかわる
機会と時間をふやすことは可能である。たとえば、共
同調理場によって給食が提供されている場合でも、ど
のような人がどのような形態のなかで給食を作ってい
るのか、どのように配送するのか、あるいは牛乳をは
じめ食材がどのように購入されているのかを知ると
いったように。
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に子どもがおかれるという記述に示唆を得ている。



　学校給食では学校や教員の主体性が限定されている
ことに気づき、無理な統制をめざさないという認識を
教職員、子ども・保護者が共有することも重要であ
る。食べることが生そのものであるなら、一人ひとり
の顔が違うように、食べることに関する体の機能も嗜
好も同じではないということになる。学校給食では、
それを均一化のなかで乗り切ろうとしているのだか
ら、均一を強要されている側に不満の捌け口としての
行動が生じるのは当然のことである。
　学校給食の提供においては、計画性と効率性ならび
に安全性が行政監察等からの強い圧力となっている
が、移動可能で食事がとれるような形態（ボックスラ
ンチのような）が考案されてもよいのではないだろう
か。時に配膳から解放され、天気の良い日には、校内
の草花をみながら食事をとるといったようなことが可
能になれば、随分と校内均一化によるストレスが緩和
される。
　食育推進のなかで、教員が食の指導者として適正な
食生活を送っているとの前提のもと、教員の食の実際
は自己選択・自己責任として不問にしてしまってはな
らない。教職員の給食以外の飲食について、食の組織
的な配慮が必要である。
　自分の食が大事にされれば、自分が大切にされてい
ると感じるのは子どもだけではない。健全な学校経営
ならびに学校運営を考えたとき、自分が大事にされて
いるという意識は組織の力となる。心身の調子をくず
す者をださないという点においても、組織的な配慮は
極めて高い費用便益を発揮する。
　私的な経験となるが、指導力のあると目されそのよ
うな処遇をうけている校長たちが、教職員の食あるい
は荒れている子どもの食についての気遣いをしている
という直接、間接の話をしばしば耳にしてきた。食に
よる組織力の向上は単なる観念論ではないと考えてい
る。
　本来の給食時間のあり方は、おいしいねという会話
が交わされ、今日食べたものに関する思いなどを語り
あうことのできる楽しい場、すなわち、食の共有によ
る人間関係の形成を中心とする場でなければならな
い。人間関係の形成を学校給食の潜在的機能に留めお

かず、厳しい時代情況のなかにあって、豊かな学校生
活を目標の第二に掲げた学校給食法の立法者意思にそ
ろそろ応えていくべきではなかろうか。それはまた、
学校給食実施が、食育推進というレールと均衡を保つ
ことのできるレールとなっていくことでもある。この
ような観点にたった、システム上の見直しが今日の学
校給食において必要であると考える 。
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